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    一般社団法人 日本写真学会 表彰規程 
 

                                昭和２５年 ８月  制定 

                                昭和５２年 ９月  改正 

                                昭和５４年１０月  改正 

                                昭和５５年１０月  改正 

                                昭和５６年１０月  改正 

                                平成 ５年１０月  改正 

平成１５年１０月 改定 

平成１５年１１月 改定 

平成１６年 ２月 改定 

平成２３年 １月 改定 

２０１９年（平成３１年）４月 改定 

 

 

第１条 本学会は、定款第５条にかかげる表彰を行うため、次の賞を設ける。 

１．日本写真学会 名誉賞 

１．日本写真学会 功績賞 

１．日本写真学会 功労賞 

１．日本写真学会 学術賞 

１．日本写真学会 技術賞 

１．日本写真学会 論文賞 

１．日本写真学会 進歩賞 

１．日本写真学会 東陽賞 

１．日本写真学会 会長表彰 

 

第２条 日本写真学会名誉賞は、本学会あるいは広く写真および関連分野において特に顕著な功績が

あった人に贈る。名誉賞の受賞者は、毎年１名以内を原則とする。 

第３条 日本写真学会功績賞は、長年にわたり写真および関連する分野の振興または本学会の発展に

著しく貢献した人に贈る。功績賞の受賞者は、毎年２名以内とする。 

第４条 日本写真学会功労賞は、本学会運営業務に特に功労があった会員に贈る。功労賞の受賞者は、

毎年２名以内とする。 

第５条 日本写真学会学術賞は、写真および関連する分野において学術的に顕著な研究業績を挙げた

会員に贈る。学術賞の授賞は毎年２件以内とする。 

第６条 日本写真学会技術賞は、写真および関連する分野において技術的に顕著な業績を挙げた会員

に贈る。技術賞の授賞は毎年２件以内とする。 

第７条 日本写真学会論文賞は、受賞年の前年発行の本学会誌に、写真および関連する分野の特に優

れた内容の論文を執筆した会員に贈る。論文賞の授賞は、毎年２件以内とする。 

第８条 日本写真学会進歩賞は、写真および関連する分野に関する独創的で優れた内容の研究発表を

行ったことにより、当該分野の進歩に今後著しい貢献が期待できる若手会員に贈る。当該分

野に関る研究に従事して15年以内の会員であることが望ましい。進歩賞の受賞者は、毎年

２名以内とする。 

第９条 （削除） 

第10条 日本写真学会東陽賞は、写真技術の応用、普及あるいは写真教育などに関して顕著な貢  

献をした会員に贈る。東陽賞の授賞は、毎年１件以内とする。 

第11条 日本写真学会会長表彰は、本学会の定常業務で特筆すべき業績を上げ、あるいは非定常の

重要な業務を遂行し、本学会の発展に著しく貢献した会員に贈る。毎年の授賞件数には、と

くに制限を設けない。 

第12条 会長は、各賞選考のため選考委員会を設け、理事会の承認を受ける。各賞選考委員会は、 

    各賞候補者の選考にあたる。 

第13条 各賞の選考結果は、理事会の承認を受けた後、決定する。 

以上 


